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研究成果の概要（和文）：本研究は、中世ヨーロッパのアルプス地域における都市と山の関係の中での政治行為と法文
化の交錯と創造を検討課題とした。中世ティロル南部では都市が日常的紛争解決の舞台となって市民と貴族が協働し、
ローカル社会を超え問題関心を共有するネットワークと空間を形成していたことを明らかにした。また同地域の公証人
文書と裁判帳簿の発展を検討し、アルプス南北で交錯する文書文化を分析した。そしてこのような政治的実践空間を、
地域をつなぐ政治主体の行為から考察し、開かれ変容する地域的主体間の関係性と公権力の定める枠組みに対するオル
タナティヴ性を示唆するものとして「間地域性（インターローカリティ）という概念を提起した。

研究成果の概要（英文）：This project aimed to analyze the interactions of political actions and legal 
cultures between local societies in the relationships between the mountainous environment and urban 
centres in the European Alpine regions of the Middle Ages. In South Tyrol, where towns like Merano and 
Bolzano became places where burghers and nobles collaborated for the sake of daily conflict resolution, 
their political actions contributed to developing personal networks and shared interests extended to an 
area wider than local spheres. The amalgam of legal cultures is also examined by analyzing the 
development of particular types of legal documents, i.e., South Tyrolian notarial registers and books of 
jurisdiction (Gerichtsbuch). This project conceptualized such an extension of space and relationship 
created by the actions of local political subjects, which are open to changes themselves and alternative 
to the political framework determined by public authorities as based on the concept of interlocality.

研究分野： イタリア中世史　ヨーロッパ中世史

キーワード： アルプス史　中世政治文化史　ティロル南部　山間都市　間地域性（インターローカリティ）　公証人
　裁判帳簿　アルプス文書
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１．研究開始当初の背景 

本研究開始時まで、報告者は中世イタリア

のアルプス南麓渓谷地域を対象に地域社会

と国家の関係の研究をすすめてきた。そして

山間の地域社会に根ざしたグェルフィとギ

ベッリーニの党派的な人間のネットワーク

が、都市を介してコーディネートされ、中世

後期領域国家の政治秩序を規定していたこ

とを明らかにした。この研究を発展させ、ア

ルプス地域の党派と地域社会の結びつき、紛

争と人間関係を西アルプスと現在のアル

ト・アディジェ地域（南ティロル）地域の渓

谷部について検討し、史料調査を行なった。 

これらの研究の成果から、中世のティロル

南部（現アルト・アディジェ／南ティロル）

の人的ネットワークと地域的な政治社会を

作り上げる上で重要な役割を果たしたのは、

これまで十分に研究されてこなかったこの

地域の都市であったという仮定にたどり着

いた。中世ティロル北部の紛争史については

国内でも服部良久氏による研究があるが、条

件の異なるティロル南部を対象に都市と山

の関係を中心に据えた新しい政治社会史の

研究を進展させることが必要であると認識

し、本研究の着想にいたった。 

 

２．研究の目的 

一般にイタリア中世史研究においては、都市

と農村・山岳部の対立という認識が強く、山

間部の中小規模の都市は、「都市史」の検討

対象としては十分に評価されてこなかった。

しかし近年、中世のティロル南部地域に関し

ては H.オーベルマイアが都市の過小評価を

精力的に批判している。本研究はこのような

流れを受け、都市史と山間地域史を融合し、

「山」と「都市」と「環境」を、政治的コミ

ュニケーションという観点から統合してゆ

くことを目指した。即ち本研究は、アルプス

山脈地域で山岳環境と緊密な関係を持つ中

世の都市を、環境への関わりの中で政治的ネ

ットワークの形成される場として捉え、その

特徴を明らかにすることを目的とした。そし

て「都市」と「山」という一見最も隔たった

領域を密接不可分なものと考え、政治史を

「都市」と「山」を有機的に結びつける人間

活動として捉えることを目指した。具体的に

は中世ティロル南部のボルツァーノとメラ

ーノを中心的な対象とし、都市と領域国家の

政治的発展が、都市と自然環境を結ぶ人間の

政治的行動とどのように結びついていたか

を明らかにすることを目的とした。 

 

３．研究の方法 

 本研究は、中世ティロル南部の行政単位で

ある裁判区の実態を明らかにし、その内部に

おける都市と山地の関係、特に都市が、環境

と資源利用をめぐる政治的行動のコミュニ

ケーションネットワーク形成の舞台として

果たした役割について、ボルツァーノ市とメ

ラーノ市の史料群を中心に、主に現地文書館

所蔵の未刊行史料を用いて研究を進めた。 

特に、ボルツァーノの商業参事会文書とテ

ルロル南部各地の共同体文書群を中心的に

検討し、これらをその他の文書と総合し、日

常的紛争解決をめぐる人的ネットワークの

検討を行った。 

また、ティロル伯領には、各裁判区ごとに

裁判や契約に関わる記録をまとめた「裁判帳

簿」と呼ばれる史料が存在し、それと同時代

の公証人登記簿群も存在する。これらを用い、

資源をめぐる紛争や協定、契約関係の実態を、

裁判区という枠組みとの関係から明らかに

することを目指した。同時に、法・文書文化

の研究のために、裁判帳簿という文書形態と

公証人登記簿との相互関係、つまり文書をめ

ぐる地域の政治文化の発展を跡付けること

を方法とした。 

 

４．研究成果 

（1）第一に、中世後期ティロル南部の都市



と裁判区を舞台とした紛争解決を検討した。

この地域では都市メラーノやボルツァーノ

が日常的紛争解決の舞台となり、市民と貴族

と裁判区民が協働することで、都市や裁判区

というローカル社会を超えて、人的ネットワ

ークと問題関心を共にする空間の広がりが

形成されていたことが明らかにされた。本研

究はこれをティロル貴族層の転換期の政治

的実践空間として位置づけた。 

 ティロル南部の貴族には、15 世紀中葉を境

として全体的な入れ替えが生じたとされて

いる。これは否定できないとしても、一部の

貴族が一方でティロル城伯を兼ね、メラン都

市裁判官と緊密な協力関係を形成していた

エッチュ地方長官職の独占などを介してプ

レゼンスを維持していたことも確かである。

中世ティロル貴族の入れ替えと言うよりは

淘汰と再編成というべき状況があった。 

このような貴族と市民は地域の紛争解決

において如何なる関係にあったのだろうか。

本研究で検討した共同体文書群から浮上し

た事例は、①ボッチュ家と共同体サルンタイ

ンの紛争、②地域アルトゥングをめぐる共同

体間紛争、③共同体グリース、テルラン、ジ

ーベンアイヒ間の沃地をめぐる紛争である。 

市民層に出自し、14 世紀に貴族化したボッ

チュ家は、ボルツァーノの後背地にあたる山

間地域の人々と鉱夫の運ぶ家畜に課される

通行税の徴収権を主張していた。①は、この

通行税を課されることを拒否した共同体サ

ルンタインをはじめとする７共同体とボッ

チュ家の間の紛争である。これに関する仲裁

が 1411 年と 1434 年に行なわれ、それぞれに

際して両方当事者が仲裁人を指名した。 

この仲裁団は 1411 年には貴族が主体であ

ったが、1434 年にはそれぞれ、裁判区の官

職保持者である裁判区長と市民が含まれる

ようになっている。その一方で、大貴族も健

在であるが、そのうちフクス・フォン・フク

スベルク家とフォルケンシュタイン家は

1411年と 1434年の双方の仲裁に参加してお

り、いずれか一方当事者のみとの関係を結ん

でいたのではなく、仲裁という場で活躍する

貴族であったことが伺われる。 

このように 1411 年と 43 年のサルンタイ

ン・ボッチュ紛争は、貴族と市民という異 

なる社会層に一つの紛争解決の場での協働

の機会を提供したが、同時にサルンタイン渓

谷からアディジェ川を越えて広がる相対的

に広域的な地域も結び付けていた。 

 ②のアルトゥング紛争にはこれらのうち

サルンタインとエッパンが長期に渡って関

与し、協力と敵対を繰り返していた。この紛

争は 1393 年以前に始まっており、両共同体

は①の対ボッチュ紛争では協力しあい、他方

ではアルトゥング紛争で対立しあう関係を

継続していたのである。 

ここでのサルンタインの主張は、以下のよ

うなものである。サルンタインからアディジ

ェ両岸のアルトゥングの放牧地へ行く際に、

彼らは元来馬の通行税を納めなければなら

なかった。しかしエッパンとの紛争の損害の

ために、馬のアルトゥングでの放牧が難しく

なり支払える税が減ったため、君主が一層の

損害を受けている。またサルンタインからは

荷車を引ける道は一切なく、馬のみで移動し

なければならないため、馬の放牧は極めて重

要である、ということであった。要するに君

主の税収減少に結びつくような行為をエッ

パンが行った、という主張である。 

更に、サルンタインの人々が問題にしてい

たのが馬の放牧であったという点が重要で

ある。サルンタインは山間の渓谷地帯であり、

移動は馬のみに頼り、荷車で移動できる道は

なかった。したがって馬の放牧地であるアル

トゥングを奪われれば滅びるしかない。そう

なれば当然税も支払わない。彼等はこのよう

に主張していた。 

 このように、共同体住民の生業や生存にと

って重要な意味を持っていた放牧地問題な



どの紛争をめぐる一連のコミュニケーショ

ンに、裁判官や裁判区長レベルの役職につく

貴族の果たした役割は、15 世紀を通じて決し

て失われていなかったことが確認できる。山

間地域の生業として放牧は極めて重要であ

ったため、このような地域では放牧地をめぐ

る紛争が頻発した。その入会関係は単純では

なく、共同体同士の対抗関係も固定したもの

ではなかった。貴族達はこのような状況の中

で、共同体と共同体をつなぎ、柔軟に行動す

るキーパーソンとして共同体の日常にとっ

て重要な影響を与えていたと考えられる。 

しかし 15 世紀後半には確実に、裁判区の

日常的実務において、非貴族である市民が存

在感を増している。それを指摘できるのが、

③の共同体間紛争である。 

1470 年 2 月、ストロマズと呼ばれる境界

と沃地で衝突が発生した。一方当事者はグリ

ース、他方当事者はテルランとジーベンアイ

ヒの２共同体であった。これに対して大公は、

メラーノ市民レオンハルト・フェント、アン

ドレ・カルミュンツァー、ゲオルグ・シュテ

ンマー、ツィリアク・ホイザーその他に、仲

裁の設定を命じた。そしてフェントらメラー

ノ市民たちの調整によって、参審人団が選出

された。しかしテルランとジーベンアイヒか

ら十分な証言が得られなかったので、新たに

6 月にボルツァーノで、次いで 9 月にメラー

ノで裁定を行うことが定められた。その後

1470 年 12 月、大公の指示下に、レオンハル

ト・フェント以下が仲裁して境界石を設置し、

1471 年 3 月この仲裁が確認された。 

ここで目を引くのはメラーノ市民の活躍

である。テルランとジーベンアイヒ、グリー

スはボルツァーノ裁判区に属するが、仲裁責

任者、参審人はメラーノ市民から選ばれてい

る。ティロル伯の居所がインスブルックへ移

転してから半世紀を経た 1470 年代以降にも、

市民は裁判区を超えて地域の紛争解決に活

躍し、都市メラーノはそのような集会の開催

地ともなった。また、同一の案件がボルツァ

ーノとメラーノの間で共通に扱われている。

このように、都市メラーノは在地の紛争解決

に際して、裁判官、参審人、証人、そして物

理的な集会の場を提供し、重要な役割を担い

続けていた。15 世紀中葉、伝統的なアディジ

ェ川流域の貴族は市民とともに、都市メラー

ノにおいて、裁判区における日常的な紛争解

決に活発に活動しており、そうすることによ

って都市的中心地と周辺地域の間のネット

ワークを構築・強化し、14－15 世紀のティ

ロル南部という複合的な領域における、ロー

カルな、そしてインターローカルな政治的・

社会的関係を支えていたといえる。 

この成果は後述の学会発表⑤でイタリア

語で発表された後、図書②に英語で論文とし

て発表され、国際学界に還元されている。 

 

(2）ついで(1)で明らかにされた地域を超える

政治的実践空間を、国家のような広域的政治

空間と関わりつつ地域をつなぐ政治主体の

行為から理論的にも考察し、本研究は 2015

年 12 月にシンポジウム「アルプスからのイ

ンターローカル・ヒストリー――＜地域＞か

ら＜間地域＞へ――」を服部良久氏と共催で

開催した。ここでイタリアの研究者マッシ

モ・デッラ・ミゼリコルディア氏を招聘して

関連分野の専門研究者と議論を深め、日本史

と西洋史の比較考察も行った。その理論的枠

組みとして、開かれ変容する地域的主体間の

関係性と、そこから生み出される関係や空間

の公権力の定める枠組みに対するオルタナ

ティヴ性を示唆するものとして「間地域性

（インターローカリティ）」という概念を提

起した。この成果はシンポジウム報告集であ

る後述の図書①において日本語と英語の双

方で発表されている。また同書は日本語、イ

タリア語、英語の 3 言語を用いて作成し、日

本の日本史と西洋史およびヨーロッパの研

究の間の議論の成果を国内外双方の学界に



還元した。 

 また、この「間地域性」概念を用いた実証

研究として、アルプス西部のオッソラ渓谷と

ヴァリスの関係の実証研究を発展させ、国家

の枠組みを超えた地域間関係の積み重ねの

中でローカルな紛争解決文化の交流と国際

化が展開した事例を明らかにした。この研究

はまた、15 世紀イタリア同盟期の政治文化と

いう新たな研究分野への展望につながった。 

 

(3)上記（1）の研究の過程での史料調査の結

果から、裁判帳簿群と公証人登記簿群の数量

の多さを考慮し、特に 15 世紀の公証人登記

簿群についての詳細な検討を今後の課題と

して新たな関連研究計画を作成する修正を

行なった。これに合わせて本研究は、間地域

的な法と文書文化の交錯を、裁判帳簿と公証

人登記簿の形式的発展と地域の法・政治文化

との関連から検討することに課題をしぼっ

た。ここで検討対象としたのは、①14 世紀末

のヴェノスタ渓谷（フィンチュガウ）の公証

人ヤコブ・フォン・ラースの公証人登記簿(刊

行史料)、②都市メラーノの公証人登記簿群

未刊行史料)、③ラント裁判区メラーノの裁

判帳簿群(未刊行史料)である。 

ヤコブ・フォン・ラースのヴェノスタ渓谷

で作成された公証人登記簿は、ラテン語で作

成された公正証書の草稿とともに、中世ドイ

ツ語の文書が多く含まれていた。しかもそれ

らは、公正証書とは異なるノティティアの文

書形式を持つ文書である。ノティティアの中

には印章付文書も含まれており、裁判官が印

章を付している事例もあった。これらの事例

から、14 世紀末の当該地域では公証人制度と

裁判官の実務、及びノティティアが補完的に

共存しており、ヤコブの公証人登記簿が、複

数の文書形式を扱った一人の公証人の活動

に関する複合的な記録簿となっていたこと

が明らかになった。 

これに対して都市メラーノで上記のヤコ

ブ・フォン・ラースと同時期の 1380 年代か

ら 90 年代に作成された公証人登記簿の検討

からは、都市の公証人の活動の渓谷部とは異

なる性格が浮かび上がった。これらのメラー

ノの登記簿はドイツ語文書の割合が極めて

少ない。ここでは十分なラテン語とローマ法

の知識に基づく公正証書が機能していたこ

とが伺える。対してドイツ語を利用した文書

は、ドイツ語でなされた法行為や既存のドイ

ツ語文書に基づき、それらを言葉通りに引用

し記録するという目的のために用いられて

いた。つまりラテン語の公正証書を中心に作

成した公証人達も、ドイツ語とドイツ語の文

書を補完的に利用していたのである。 

従って、14 世紀末においては、公証人文書

と公証人登記簿が双方の言語と法文化に基

づいて日常的に法実務の行われるティロル

南部の状況を反映し、双方に開かれた柔軟な

記録媒体として機能し続けていたのである。 

更に、裁判帳簿そのものの形式的発展の分

析を行なった。その結果、14 世紀末には告発、

告訴という訴訟手続き上の事項は裁判帳簿

に記載され、その他の契約事項は公証人登記

簿に記載されるという区別が存在したが、15

世紀中葉に、公証人登記簿から裁判帳簿への

特定の内容の移行と両記録簿の併用が発生

していたことが明らかになった。15 世紀中葉

の裁判帳簿は、項目見出しの利用や記載され

る証言の詳細化といった外観上の変化を見

せるとともに、14 世紀には記載されなかった

仲裁や和解、領収などの契約事項が出現する。

これらの新たに裁判帳簿に出現した内容の

中でも重要なのは、1460 年以降出現するウア

フェーデである。ドイツ法文化圏の新たな慣

行であるウアフェーデがメラーノまで普及

していたことを証明するとともに、この新慣

行の存在が、それを記載する記録媒体として

の裁判帳簿に新たな役割を加えたことが想

定される。更に、その背景にはウアフェーデ



誓約の対象となる司法当局としての都市メ

ラーノの成長が考えられる。ここから、ロー

マ法文化と、それに支えられていた公証制度

の枠外にはみ出した新たな法行為の浸透と、

都市の成長が、裁判帳簿の発展と裁判帳簿・

公証人登記簿の間の関係の再定義による文

書文化を生み出したという展望を得た。 

この成果はこれまで体系的な検討が十分

に行なわれてこなかった未刊行史料の分析

結果を含んでおり、下記の学会発表④で口頭

報告されている。現在は学術論文の準備中で

ある。また、この成果を受けて、メラーノの

公証人と公証人登記簿に関する国際協力に

よる新たな研究計画を現在発展させている。 
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